
１．施設の名称等

２．施設の概要
平成 19 年 4 月 1 日

）

）

３．指定管理者の概要

令和 4 年 4 月 1 日 令和 10 年 3 月 31 日

■ 未導入 ■ 公募 非公募

設置年月日
身体障害者福祉法

（実績）

施　設　名　称 長崎県聴覚障害者情報センター

所　在　地 長崎市橋口町１０－２２

誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進

課（室）長名

みんなで支えあう地域を創る

高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援

事 業 所 管

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策
事 業 群

1-4
1

②

11,501

（実績） （実績）
令和4年度
（実績） （計画）

令和6年度令和3年度 令和5年度

11,972
その他（

≪所在地≫

23,589

766766

≪名  称≫

24,535

事業費＜Ａ＞

「聴覚障害者情報センター来所利用者1人当たりの費用」＝Ｃ÷（　来所利用者数　）

人件費＜Ｂ＞

11,795

779

11,885

～

利用料金制

県
　
予
　
算

指定期間

指定管理者
の名称等

合計＜Ｃ＝Ａ＋Ｂ＞
5

11,500

内
訳

財
源

11,794

その他（
23,001管理運営負担金

国　　庫

23,780
5 5

（１）施設（設備）の維持・修繕等
（２）事業に関すること
①聴覚障害者用の録画物その他必要な資料を製作し、又は収集し、聴覚障害者等の利用に供する業務
②聴覚障害者用の録画物等の普及奨励及び相談に関する業務
③障害者ＩＴ講習会に関する業務
④その他、聴覚障害者情報センターの設置の目的を達成するために必要な業務
（３）施設の範囲
○長崎こども・女性・障害者支援センター３階の一部

導入済 選定方法

24,732

≪代表者氏名≫ 会長　荒木　宏彦

24,355

11,971

23,001

24,731

23,769 23,943
23,943

6

11,971

23,943

5

業　　務

事業評価調書〔途中評価〕（令和７年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

単位あたりコスト

長崎市橋口町１０－２２
一般社団法人　長崎県ろうあ協会

区　　　分
（単位：千円）

設置法令等

福祉保健部 障害福祉課
里 隆介

無料

11,884

（説明）

令和7年度

23,589 23,769

11,972
23,943

789 788

設置目的

一般財源

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

聴覚障害者に対して、聴覚障害者用の録画物等の提供並びに貸出その他便宜を供与することにより、
聴覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

主な利用対象者：聴覚障害者
開館日：右記の休館日を除く。毎週火曜日、１２月２９日から翌年１月３日まで。
開館時間：午前９時から午後５時まで。（水曜日は午後９時まで）

面積：４１８．００㎡　　長崎こども・女性・障害者支援センター３階の一部
主な施設：事務室、ビデオライブラリー、スタジオ、ＰＣ利用室兼研修室、試写室、編集室、ボラン
ティア活動室、相談室

(令和７年度の予算状況・年度協定額)
佐賀県聴覚障害者サポートセンター：５９，４０５千円
大分県聴覚障害者センター：２９，９７５千円
宮崎県立聴覚障害者センター：２７，３３５千円

類似施設の
設置状況



４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況

ａ
ｂ
ｃ
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5 0 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0

≪表その２：管理運営負担金の対象事業を定めている場合は、次の表を使用する。≫

支出b

支出ｄ

配置職員数 常勤 0
非常勤 0（人） 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤

0
常勤 常勤 常勤 常勤 常勤

収支ｃ-ｄ 0 0 0 0 0 0

0

うち人件費 0

収入計ｃ 0 0 0 0 0 0
その他 0

0 0

そ
の
他
事
業

利用料金 0

0

収支a-b 0 0 0 0 0

うち人件費 0

収入計a 0 0 0 0 0 0 0
その他 0

負
担
金
事
業

県負担金 0

0

実績－計画 （実績） （実績） （実績） （実績） （計画）

5,387

<令和７年度実施における変更点＞

②
ビデオライブラリー貸出本数
※H28年度実績から変更

来館者数

目標値

％

（目標値の根拠）

③

①
①本数
（過去3年の平均）
②本数
（過去3年の平均）
③人数
（過去3年の平均）

ビデオ（テープ・ディスク）保有本
数　※H28年度実績から追加

実　　　　績

目標値

③

②

①

令和6年度

実績値

（実績）単位
令和5年度

4,545
84

4,106
4,548

令和3年度

82
3,747

（実績）
令和4年度
（実績）

達成率b/a

％

82

5,000

65

965
628

4,133

79
695

5,405
95

3,914

843

4,556

621

101
663 633571

67
4,502

％ 76 101 125
5,5594,160 4,588 4,919

指定管理者
の収支状況 実績－計画

事業計画（R6）
122

成
果
指
標
の
達
成
状
況

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（実績） （実績） （実績） （実績）

23,769 23,94323,589
0

23,0010

23,5890 23,001 23,769 23,943

22,029 21,429 21,269
0

21,550
0

配置職員数
0 0

その他

21,415
23,001 23,589 23,769 23,943

▲ 135
支出b

うち人件費

0

3,719

622

3,304

（実績）

0収支a-b 0

※（注記事項があれば記載）

指定管理者の
収支状況

事業計画（R6） 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

利用料金

県負担金

0

常勤
非常勤（人）

収入計a

非常勤

23,943

非常勤

23,943
23,943

達成率b/a
目標値
実績値

常勤
非常勤

常勤
非常勤

常勤
非常勤

常勤

令和7年度
（千円）

令和7年度
（計画）

常勤

5,022

令和7年度

21,188

（計画）

0

23,943

23,943
23,943

実績値

（千円）

達成率b/a



５．令和６年度事業の実施状況・実績の検証

＜指定管理者実施分＞ （単位：千円）

＜県実施分＞

検　　　　証
収入のうち県からの負担金については、令和６年度実績額の財源となっており、指定管理者は県負担金（国1/2、県
1/2）で施設を運営している。国が定める基準額の内訳は、人件費９６％、一般事務費４％と示されているが、指定
管理者は人件費が８９％、残りの１１％は職員や臨床心理士による相談支援事業等の事務費として支出していること
から、おおむね基準に合致した適切な収支状況である。

検　　　　証

管
理
運
営
の
状
況

収支a-b 0 0

支出ｂ

うち人件費以外 2,393 2,528

23,943 23,943
うち人件費 21,550 21,415

うち県負担金以外 0 15

23,943
うち県負担金 23,943 23,943

＜指定管理者実施分＞
（１）施設（設備）の維持・修繕等
（２）事業に関すること
①聴覚障害者用の録画物その他必要な資料を製作し、又
は収集し、聴覚障害者等の利用に供する。
②聴覚障害者用の録画物等の普及奨励及び相談。

＜県実施分＞
①聴覚障害者情報センターの運営管理の打ち合わせ及び
指導を行う。

＜指定管理者実施分＞
（１）施設（設備）の維持・修繕等
○施設利用者の管理、施設・設備の日常点検を行った。
（２）事業に関すること
①字幕及び手話挿入ビデオ・ＤＶＤの自主制作や聴覚障害
者等からの依頼を受けた収録物の編集、字幕・手話挿入作
業を行い、これらを貸し出した。
②遠隔地に居住する聴覚障害者の円滑な利用に資するた
め、郵送サービス（９９件）を行った。また、巡回ビデオ
ライブラリーを５回行った（県立ろう学校）。
相談においては、センターでの受付（６５件）や職員派遣
（１０件）により、聴覚障害者及びその家族からの生活・
就労相談等を受け付けた。また、ピアカウンセリング（３
件）、心理相談（５５件）も受け付けた。

＜県実施分＞
①指定管理者に対して運営管理の打ち合わせや指導を行っ
た。

収
支
の
状
況

収支計画・実績

主な項目 計画 実績 増減理由・収支改善の取り組み等
収入ａ 23,943

〇蔵書数
目標の４，１３３本に対して、３，３０４本（７９％）であった。字幕ビデオ（テープ、ＤＶＤ）は制作会社によ
り、消却期限が決められており、令和６年度は消却分としてテープが５０３本、ＤＶＤが３０本と多い年度であった
ことにより蔵書数が少なくなっている。

○ビデオライブラリー貸出本数
目標の６２１に対して、実績は６３３本（１０１％）であった。最近は字幕放送が増えたことが要因として挙げられ
る。
　
○来館者数
目標の４，５５６人に対して、実績は５，５５９人（１２２％）であった。令和４年度の実績（４，５８８人）、令
和５年度の実績（４，９１９人）と比較すると、来館者数は回復傾向にある。コロナ禍等の影響により、令和２年度
に半分以下に減少後、令和３年度から緩やかに増加し現在に至っている。

実　　　　績計　　　　画



６．令和7年度事業の実施にあたり見直した内容

７．令和7年度事業の評価 ※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

内　　　　容

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

ａ

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

視点 評価 判定理由

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

ａ

（その他の観点）

多くの来所利用者がおり、適切な管理運営の効果がでている。

聴覚障害者等にパンフレットを配布し、周知を図っている。ま
た、遠隔地の聴覚障害者を対象に職員を派遣しての相談業務も
行っている。

必要最小限の職員により運営している。

・関係団体はじめ、多くの人の関心が高い「IT講習会」について、当センターで実施している内容をＨＰや広報紙に掲載
して広く周知を図り、利用の増加を図る。
・センターで対応可能な研修等について、外部からの依頼（特別支援学校や夏休み子ども手話教室など）にも積極的に対
応し、必要に応じて現地に職員を派遣するなど、当センターの機能が発揮できるよう努める。
・運営団体（長崎県ろうあ協会）が公式LINE作成予定。情報センターのイベント、行事なども掲載して呼びかけ務める。

Ｂ
（説明）
○指定管理者である一般社団法人長崎県ろうあ協会は、長年、聴覚障害者の福祉に携わり、県からの聴覚障害者を対象と
したビデオ貸出業務にも受託実績をもった団体である。当該団体が指定管理者として施設の管理運営にあたっており、事
業の継続性が図られるとともに、事業の積極的な展開により多くの利用がなされている。
〇蔵書数は減少したが、返却期限を迎え処分が必要なビデオが多い年度であったためである。
〇ビデオライブラリー貸出本数に関しては、令和４年度よりも増加しており、来館者数も令和４年度や令和５年度と比較
すると増加傾向となっている。
〇「ビデオを観る会」や「みみ倶楽部」については、毎月、定期的に開催するなど交流・情報交換の場となっている。

以上の点から利用者からのニーズは薄れていない。
○運営状況、施設の維持管理等は良好である。
○３つの成果指標の達成割合が概ね１００％以上とならないため、総合評価をＢとし、今後、利用者の増に努める。

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

職員の研修会参加を促進して資質向上を図るとともに、定期的
な懇談会の開催等で利用ニーズを把握して、サービスに努めて
いる。

施設・設備の日常点検、維持管理に努めている。

利用料金制度を導入していない。

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

ａ

ａ

ａ

－



■

■

■

■

■

■

■

８．令和８年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止

理由視点 評価

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

必
要
性

c.適当（可能）である

a.適応している 障害者総合支援法の施行により地域生活に必要
な総合的な支援が求められている中で、特殊・
多様なツールを扱う当センターは聴覚障害者に
とって必要な情報提供機関となっている。

b.一部適応していない

c.適応していない

a.適当（可能）でない

a.薄れていない
b.一部薄れている

c.薄れている

効
率
性

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.得られている

専門的な技術を要するサービスの提供等、指定
管理者制度が有効に機能している。

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。 b.一部得られている

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

a.余地はない 県下全ての聴覚障害者の利用が進むよう、市
町、関係団体との連携を行う。

有
効
性

b.一部余地がある

県、市町、障害者団体などの連携が必要であ
り、県は事業の全体的な調整や広域的な情報提
供、専門的な助言を行っている。これらの部分
は、市町などのみで行うのは適当ではない。

b.一部適当（可能）でない

a.代えられない

b.一部代えられない

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

良好な施設及び事業運営を行っており、来所者
数は多い。聴覚障害者にとって情報を得る事業
の必要性は変わらず、現在の手法は寄与してい
る。c.なっていない

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

b.一部なっていない

c.代えられる

県の担当職員１名で対応しており、事業の効率
性は高い。

c.得られていない

聴覚障害者の社会参加を促進する上で欠かせな
い字幕入りライブラリーの貸出等による情報提
供及び相談支援等の個別支援を行っていること
から、ニーズは薄れていない。

（その他の観点）

区　　分
（説明：令和８年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
〇引き続き、聴覚障害者及び家族からの相談については、関係機関や専門機関と連携しながら、生活相談や心理相談（臨
床心理士、相談支援担当者等による）実施する。また、適切な援助を行うため、手話や筆談など個々のコミュニケーショ
ン方法に配慮した対応を行っていく。
〇情報交換や講座を目的として開催している「みみ倶楽部」や「ビデオを観る会」、「ＩＴ講習会」については、引き続
き、広く周知を図りながら、利用者の増加に努めていく。また、利用者が希望する内容の行事（講座）や長崎市外の利用
者にも出前講座やオンラインを活用するなど、内容の充実に向け取り組んでいく。

c.余地がある

a.なっている


